
関係団体各位

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第Ⅱ3号。)によ

り、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)第594条の2第1項に規定する

皮膚等障害化学物質等は、労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚

若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、

健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの

(令和7年厚生労働省告示第301号。)に規定されたところである。皮膚等障害告示に

おいては、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがある

ことが明らかな化学物質は、厚生労働省労働基準局長が定めるものとされたところで

あ叺皮膚等障害告示に規定する皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害

を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、厚生労働省労働基準局長が

定めるものについて、別紙のとおり定められました。

貴団体におかれましては、ホームページへの掲載等会員事業場に対しての周知につ

いて御協力の程お願い申し上げます。

皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等の周知について(要請)

東労発基 m26 第4号

令和8年1月26日

東京労働

(公印省

局長

略)



都道府県労働局長殿

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第 H3 号。

以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規貝IK昭和47年労働省令第認

号。以下唄山という。)第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等

は、労働安全衛生規則第 594 条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障

害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を

生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和

7年厚生労働省告示第301号、以下「皮膚等障害告示」という。)に規定された

ところである。皮膚等障害告示においては、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入

して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質は、厚生労働省労

働基準局長が定めるものとされたところである。

ついては、皮膚等障害告示に規定する皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、

健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、厚生労働省

労働基準局長が定めるもの(以下「皮膚吸収性有害物質」という。)について、

下記のとおり定めるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏

なきを期されたい。

なお、「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」(令和5年7月4

日付け基発07叫第1号)については、本通知の適用に伴い廃止する。

皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について

基発 1118 第 2号

令和7年Ⅱ月18日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

1 皮膚吸収性有害物質に該当するもの

皮膚等障害告示第1項第2号に規定する、「皮膚から吸収され、又は皮膚に

侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、

厚生労働省労働基準局長が定めるもの」は、次の(1)から(3)までのいず

れかに該当する化学物質として、別添で定める物であること。

記



(1)日本産業規格Z72認(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属圭Bに定

める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果(以下「国が行うG

HS分類の結果」という。)・、危険性又は有害性があるものと区分された化

学物質のうち、濃度基準値(則第 5π条の2第2項の厚生労働大臣が定め

る濃度の基準をいう。)又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)等が公
表する職業ばく露限界値(以下「濃度基準値等」という。)が設定されてい

るものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

アヒトにおいて、経皮ぱく露が関与する健康障害を示す情報(疫学研究、
症例報告、被験者実験等)があること

イ動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること

ウ動物,において、経皮ばく露による体内動態情報があり、併せて職業ばく

露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す
情報があること

(2)国が行うGHS分類の結果、経皮ばく露にょりヒトまたは動物に発がん性
(特に皮膚発がん)を示すことが知られている物質

(3)国が行うGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定さ

れていないものであって、経皮ぱく露による動物急性毒性試験により急性
毒性(経皮)が区分1に分類されている物質

2 皮膚吸収性有害物質を含有する製剤その他の物の裾切値

皮膚等障害告示第1項第3号の「労働基準局長が定める基準」とば、国が行

うGHS分類の結果に基づき、別表の左欄に掲げる有害性区分に応じ、同表の

右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち2以上の有害
性区分に該当するものにあっては、その該当する有害性区分に係るそれぞれの
含有量の値のうぢ、最も低いもの。)であること。



k

急性毒性

有害性クラス

皮膚腐食性/皮膚刺激性

有害性区分

眼に対する重篤な損傷性

/眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚感

作性

区分

生殖細胞変異原性

1~4

1~ 2

皮膚吸収性有害物質の含有量

(重量パーセント)

発がん性

1~ 2

生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回

ばく露)

1

特定標的臓器毒性(反復

ばく露)

1

別表

2

1パーセント

誤えん有害性

1

2

1

2

0.1パーセント

1~ 3

1パーセント

0.1パーセント

1~ 2

1パーセント

0.3パーセント

1

1パーセント

1パーセント



.

通し番号

2

アクリル酸

3

アクリル酸2 -ヒドロキシプロピル

4

アクリル酸メチル

5

アクロレイン

6

アジ化ナトリウム

7

皮膚吸収性有害物質一覧

アジポニトリル

8

労働安全衛生法令の名称

アスファルト

9

アセチルアセトン

10

アセトニトリル

11

アセトンシアノヒドリン

12

13

アフラトキシン

14

15

16

17

アリルアルコール

1-アリルオキシー 2,3 -エポキシプロパン

18

IH

アリル=メタクリレート

1-プロペン

3 -(アルファーアセトニルベンジル)

名ワルファリン)

19

1,2,4

20

安息、香酸

21

安息、香酸カリウム塩

22

別添

イソオクタノール

23

トリアゾール(別名アミトロール)

備考

イソシアン酸メチル

24

Nーイソプロピルアニリン

25

Nーイソプロピルアミノホスホン酸0-エチルー0

ーメチルチオフェニル)(別名フェナミホス)

26

イソプロピルアミン

27

インデノ[1,2,3

28

29

ウラン

4

エチルアミン

ヒドロキシクマリン(別

30

エチル=3-エトキシプロパノア

0-エチル=S,

ロホス)

31
エチルーパラ

N)

Cd]ピレン

32
0-エチルーS-フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホ

ノホス)

国によるGHS分類の名称

33

Sージプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプ

(3S,4R)

ルー 5 -イル)

34

トロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EP

35

国によるGHS分類の名称

(3 -メチルー 4

Nーエチルモルホリン

国によるGHS分類の名称

ト

エチレングリコール

国によるGHS分類の名称

3 -エチルー 4 -[(1-メチルー 1H ーイミダゾー

メチル]オキソランー 2 -オン(別名ピロカルピン)

3 -アミノ

国によるG卜IS分類の名称

国によるGHS分類の名称

ー^ーー

3-アミノ

ンリ

二



36

37

エチレングリコールモノエチル土ーテル(別名セロソルプ)

エチレングリコ」ルモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブア
セテ」ト)

38 エチレングリコールモノーノルマループチルエーテル(別名7、チルセロ
ソルプ)

39

40

エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート

41

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

42

エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート

43

エチレンクロロヒドリン

44

エチレンジアミン

1,

アツ

45

46

1'ーエチレンー 2,2'ービピリジニウム=ジブロミド(別名ジク

ト)

エピクロロヒドリン

47

48

2,3 -ヱポキシー 1-プロパノール

49

2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル

塩化アリル

50

塩素化カンフェン(別名トキサフェン)

51

塩素化ジフェニ.ルオキシド

オキシビス(チオホスホン酸) 0,0,0',0'.ーテトラエチル(別名
スルホテッフカ

52

53

オクタク.ロルテトラヒドロメタノフタラン

オクタクロロナフタレン

54

1,2,

フ,7a

55

56

4,5,6,フ,

ーヘキサヒドロ

57

2

58

4 -イソチアゾリンー 3 -オンn ーオクチ.ルー

オルトージクロロベンゼン

59

オルトーセカンダリーブチルフェノール

60

カテコール

61

カルシウムシアナミド

62

8 フォクタクロロー 2,3,

フーメタノー 1H ーインデン

ぎ酸メチル

63

キシリジン

64

キシレン

65

グリオキサール

66

クリセン

67

クレゾール

68

クロム及びその化合物

69

3a,4,

(別名クロ

クロルデコン

70

71

クロロアセチル=クロリド

クロロアセトアミド

クロロアセトン

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

オキシ塩化クロム(V

1)に限る。

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

ジンオ

)

、二トレノ

ンデノ

8
,
 
4
,



゛

.

72

73

74

0

(3 -クロロアニリン)/クロロアニリンクロロアニリン

75

クロロアニリン

クロロ酢酸

76

クロロ酢酸メチル

フフ

1 -クロロ

78

2

3-(6

2 -イ

79

クロロニトロベンゼン

80

4

81

2 -クロロ

ークロロピリジン

リデンシアナミド

82

(トリクロロメチル)ベンゼン

1 -クロロ

83

2 -クロロ

2-クロロプロビオン酸

84

(別名塩化メチル)ク昌ロメタン

2

3 -イルメチル)

(別名チアクロプリ

85

4

1 -プロノξノフル

プロノぐノール

ノ

クロロ

0 -3

0,,

86

87

3-ブタジエン

ークロロー4-メチルー2-オキソー2Hークロメンーフーイル

0"ージエチル=ホスホロチオアート

88

1,2 -酸化ブチレン

2-メチルアニ・りン及びその塩酸塩

シアナミド

89

1,

ド)

90

2,4 -ジアミノアニソール

国によるGHS分類の名称

2,4

3-チアゾリジン

91

国によるGHS分類の名称

シアン化カルシウム

ジイソプロピルーS-(エチルスルフィニル〆チル)ージチオホスフェ

イト

92

ジアミノトルエン

国によるG卜IS分類の名称

93

ジエタノールアミン

94

N, Nージエチル亜硝酸アミド

95

96

2

ロロアーリン4 -、

ジエチルアミン

(ジエチルアミノ)エタノール

97

ジエチルー4

ジエチルー1

スフェイト

98
ジエチルー

ド

99

i

100

クロルフェニルメルカプトメチルジチ.オホスフェイト

4-クロロー2-メチル

アニリンに限る。

101

ジエチルーノξラ

(2 ',4 'ージクロルフェニル)

ジエチレングリコールジメチルエーテル

(1,3 -ジチオシクロペンチリデン)ーチオホスホルアミ

102

ジエチレンドノアミン

103

国によるGHS分類の名称

104

4-ジオキサンー 2,3-ジイルジチオビス(チオホスホン酸)

0,0',0'ーテトラエチル(別名ジオキサチオン)

105

シクロヘキサノール

トロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)

106

シクロヘキサノン

107

108

ジクロロ酢酸

1,2-ジクロロ

2 -クロルビニルホ

2,4 -ジクロロフェノキシ酢酸

4 トロベンゼン

国によるGHS分類の名称

゛

国によるGHS分類の名称

1

二

3

二

ー
,
 
0
,



109

110

111

1,4 -ジクロロ

1,3 -ジクロロプロペン

112

ジシクロヘキシルアミン

ジチオリん酸0-エチルー0-(4-メチルチオフェニル)

マループロビル(別名スルプロホス)

113
ジチオリん酸0,

ジスルホトン)

114

2 -ブテン

ジチオリん酸0,

ト)

115
ジチオリん酸0,0-ジエチルーS

ル)(別名テルプホス)

0-ジエチルーS

116

ジチオリん酸0,0-ジメチルーS

0-ジエチルーSーエチルチオメチル偶1名ホレー

117

ル)

118

ジチオリん酸0,0-ジメチルーS

ル)エチル(別名マラチオン)

119

(2-エチルチオエチル)(別名

120

ジニトロトルエン

121

ジニトロベンゼン

122

2,4

123

2

(ターシャリ

124

ジビニルスルホン(別名ビニルスルホン)

Sーノル

(ジーノルマルーブチルアミノ) エタノール

125

2 -ジフェニルアセチルー 1,3 -インダンジオン

[(4-オキソー1,2 3-ベ,

メチル](別名アジンホスメチ

属によるGHS分類の名称

1,2 -ジプロモエタン(別名 E D 田

126

1,2 -ジブロモー 3 -クロロプロパン

プチルチオメチ

6

127

ジベンゾ[a,

トラセン)

1,2

128

(1 -メチルプロピル)

129

ジベンゾ[a, h] ピレン

ビス(エトキシカルボニ

130

ジベンゾ[a, i] ピレン

田 トラセン(別名 1,2 ; 5,6 -ジベンゾアンアン

N ージ

131

N, N ージメチルアニリン

132

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメト

ン)

133

134

フエノール

3,フージメチルー 2,6 -オクタジエナール(別名シトラール)

135

ジメチルカルバモイル=クロリド

136

ジメチルジスルフィド

ジメチルスルホキシド

137

国によるGHS分類の名称

N, N ージメチル,ニトロソアミン

138

ジメチルーパラ

オン)

139

1,1'ージメチルー 4,4'ービピリジニウム塩

140

2,2 -ジメチルー 1,3 -ベンゾジオキソールー 4 -イルーⅣーメチ

ルカルバマート(別名べンダイオカルブ)

141

N, N ージメチルホルムアミド

トロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチ

臭化エチル

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

ンゾトリアジンー3 )イ)H4(

口ト二ジ

ドミ↓ノト

二

N



.

゛

142

143

すず及びその化合物

144

4 -ターシャリーブチルフェノール

145

タリウム及びその化合物

146

チオジ(パラーフェニレン)

0,0',0'ーテトラメチル

147

チオフニノール

148

チオリん酸0,0-ジエチルー0-(2 -イソプロビルー 6 -メチルー

4 -ピリミジニル)(別名ダイアジノン)

149

チオリん酸0,0-ジエチルーエチルチオエチル(別名ジメトン)

チオリん酸0,

6-ジヒドロ

150

ージオキシービス(チオホスホン酸) 0,

(別名テメホス)

チオリん酸0,0,

リジル)(別名ク

151
チオリん酸0,

ン)

トルイジンを除

152

ーシエチルー0

ピリダジニル)

2,4,6-トリ

トルエンに限る。

チオリん酸0,0 -ジエ.チルー 0

ニル](別名フェンスルホチオン)

オルト

く。

153

ージエチルー0

ロルピリホス)

チオリん酸0,0-ジメチルー0

ル)(別名フェニト殴チオン)

0-ジエチルー0

154

テトラメチルスズに限

る。

(6-オキソー1-フェニルー1,

(別名ピリダフェンチオン)

155

チオリん酸0,0-ジメチルー0

ニル)(別名フェンチオン)

156、

国によるGHS分類の名称

(3,5,6

デカボラン

157

国によるGHS分類の名称

テトラエチルピロホスフェイト(別名T E P P)

(2

158

N-(1,1,2,2

トラヒドロフタルイ

159

ビラジニル)(別名チオナジ

[4

トリクロロ

160

テトラヒドロフラン

161

テトラヒドロメチル無水フタル酸

(メチルスルフィニル)フェ

(3 -メチルー 4

162

テトラメチルこはく酸ニトリル

163

灯油

2

(3 -メチルー 4 -メチルチオフェ

164

ーテトラクロロエチルチオ)

ミド(別名キャプタフォル)

ト'りエチルアミン

ピ

トリクロロエタン

165

トリクロロナフタ レン

166

トロ

トロフェニ

167

1,1

(別名メ

168

2,4,5

169

2,3、,4

トリクロロ

トキシクロル)

170

1,2,3

1,2,3

171

1,2,3,6

トリクロロフェノキシ酢酸

1,3,5

トリクロロ

2,2

172

トリ

トリクロロプロパン

トリクロロベンゼン

トロトルエン

ビス(4 -メトキシフェニル)エタ

トルイジン

トザクロロベンゼン

1-フテン 国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

国によるGHS分類の名称

二

二

テ

二

0
3

ー
,
ン



173

174

175

トルエン

176

ナトリウム= 1-オキソ

17フ

1 ーナフチルチオ尿素

178

1-ナフチルーN ーメチルカルバメート(別名カルバリル)

179

ーコチン

180

二硝酸プロピレン

181

トログリセリン

N

182

N

1λ(5)

トロソジエタノールアミン

トロソモルホリン

183

トロトルエン

184

ピリジンー 2 -チオラート

185

トロプロノぐン

186

トロベンゼン

二硫化炭素

187

188

ノルマルーブチルアミン

189

ノルマルーブチルー2,3-エボキシプロピルエ、」テル

190

ノルマルヘキサン

191

ノξラーアーシジン

192

193

国によるGHS分類の名称

パラータ'シャリーブチル安息、香酸

194

195

ピクリン酸

196

(2 -クロロエチル)ビス エーテル

(2 -,クロロエチル)ビス ド(別名マスタードガス)スルフイ

197

(2 -クロロエチル)ビス (別名 H N 2)メチルアミン

国によるGHS分類の名称

ビス

チル

.

198

(ジチオリん酸)

(別名エチオン)

199

国によるGHS分類の名称

S, S ービス(1 -メチルプロピル)

(別名カズサホス)

200

201

トロトルエン及び

トロトルエンに限

ヒドラジン及びその一水和物

国によるGHS分類の名称

202

国によるGHS分類の名称

ヒドロキノン

203

4

S, S'ーメチレンー0,0,0',0'ーテトラエ

204

トロプロパンに限

N

ビニルシクロヘキセンジオキシド

ビフェニル

ビニルー2

205

ピリジン

206

2 ピリジンチオールー 1-オキシドの亜鉛塩(別名ジ'ンクピリチオ

ン)

207

パラークロロアニリン

ビロリドン

208

フェナント、レン

アー

209

0-エチル=ホスホロジチオ

フェニルオキシラン

フェニルヒドラジン

N フエニルー 1,4 -ベンゼンジアミン

ヒドラジンに限る。

ニ
ニ

二

二

二

ト

ンリ二ア口ト一

2
 
3
 
る

ー
る



.

.

210

211

フェニレンジアミン

212

213

フェノチアジン

214

1-ブタノール

215

0-フタルアルデヒド

216

フタル酸ビス(2 -エチルヘキシル)(別名D E H P)

217

プタンー 2-オン=オキシム

218

2,3 -ブタンジオン(別名ジアセチル)

219

1-ブタンチオール

220

t e r t ーブチル=ヒドロペルオキシド

221

2-ブテナール

222

フルオロ酢酸ナドノウム

フルフラール

223

フルフりルアルコール

224

フ゜ロピルアルコール

225

プロビレンイミン

226

フ゜ロピレングリコールエチルエーテル偶1」名 1-エトキシー 2 -フ゜ロパ

ノール)

227

、

228

2-プロビンー 1-オール

m-フェニレンジアミン

に限る

229

2-プロポキシエタノール

ブロモクロロメタン

230

ブロモジクロロメタン

231

2-ブロモー2

ル)

国によるGHS分類の名称

232

233

2

国によるGHS分類の名称

3 -ブロモー 1-プロペン(別名臭化アリル)

ブロモフ゜ロノぐン

234

ヘキサクロロエタン

1,2,3,4,1 0,1 0 -ヘキサクロロー 6,フーエポキシー

4,4 ヨ,5,6,フ,8,8 aーオクタヒドローエキソー'1,4

ンドー 5,8 -ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)

トロプロパンー 1,3 -ジオール(別名プロノポ

国によるGHS分類の名称

235

1,2,3,.4,1 0,1 0 -ヘキサクロロー 6,フーエポキシー 1,

4,4a,5,6,フ,8,8aーオクタヒドローエンドー1,4-エ

ンドー 5,8 -ジメタノナフタレン(別名エンドリン)

236

ノルマループロピルアル

コールに限る。

237

5,8,

タノナフ

2,3,4,5,6 -ヘキサクロロシクロヘキサン(別名りンデ

238

ヘキサクロロナフタレン

国によるGHS分類の名称

1; 2,3,4,10,10-ヘキサクロロ

8a一ヘキサヒドローエキソー1,4-土ン

タレン(別名アルドリン)

239

国によるGHS分類の名称

240

ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド

(別名べンゾエピン)

ヘキサク目口ベンゼン

国によるG卜IS分類の名称

8 -、

1,

ーコニ

ノ

1,4,4日,

二

5ド

,
)

ー
ン



241

242

ヘキサヒドロー 1,3,5

名シクロナイト)

243

ヘキサフルオロアセトン

244

ヘキサメチルホスホリックトリアミド

1,4,5,6,フ,8,8-ヘプタクロロ

3,3a,4,フ,7a一ヘキサヒドロー4,

デン(別名へプタクロルエポキシド)

245

246

1,4,5,

トラヒドロ

247

トリ

248

ペルフルオロオクタン酸及びそのアンモニウム塩

249

トロ

ペルフルオロ(オクタンー 1-スルホン酸)(別名 PF O S)

250

ベンジルアルコール

1,3,5

251

フ,8,'8

フーメタノ

1,2,4 -ベンゼントリカルボン酸 1

252

ベンゾ[a]アントラセン

253

ベンゾ[3] ピレン

254

ベンゾ[e] フルオラセン

ーヘプタクロロ

IH ーインデン

トリアジン(別

255

ベンゾ[j]フルオランテン

2,3 -土ポキシー 2,

フーメタノー1Hーイン

256

[k]フルオラン・テンベンソ

257

ペンタクロロナフタレン

258

ホルムアミド

6 -ジニ

259

3a,4,フ,

(別名へプタクロル)

無水フタル酸

260

メターキシリレンジアミン

261

メタクリル酸

262

メタクリル酸2,3 -エポキシプロピル

, 2-無水物

263

メタクリロニトリル

'

264

メタノール

265

Nーメチルアニリン

メチル=イソチオシアネート

.

266

メチルエチルケトン

267

Nーメチルカルバミン酸2 -・セカンダリープチルフェニル(別名フェノ
ブカルブ)

268

269

メチルシクロヘキサノン

270

271

2-メチルー4

271

メチルナフタレン

273

メチルーノル.マルーブチルケトン

274

メチルヒドラジン

国によるGHS分類の名称

メチルビ干ルケトン

国によるGHS分類の名称

275

N ーメチルー 2

(2

276

(プロパンー 2 -イル)3 -メチルー 1

ル=ジメ.チルカルバマート

トロフェノール

トリルアゾ)アニリン

27フ

4-メチルー2-ペンタノール

Nーメチルホルムアミド

1

ピロリドン

2 -メチルー 4

i

IH

气

ピラゾールー 5 -イ

7aーテ

二

6
,
 
4
,
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278

279

S ーメチルー N

(別名メソミル)

280

4,4'ーメチレンジアニリン

281

メチレンビス(4,

1 )

282

283

(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート

284

メルカプト酢酸

(2 -メトキシー 2 -メチルエトキシ)

モノフルオール酢酸パラプロムアニリド

285

モルホリン

286

1-フェニレン)=ジイソシアネート(別名MD

287

ヨードホルム

288

(別名アセトアルデヒドシアンヒドリン)ラクトニトリル

りん酸ジーノルマルーブチル

289

りん酸ジーノルマルーブチル=フェニル

りん酸 1,

レド)

290
りん酸ジメチル=(E)-1-(N, N ージメチルカルバモイル)

ープロペンー 2 -イル(別名ジクロトホス)

291

2 -ジブロモー 2,2.ージクロロエチル=ジメチル(別名ナ

りん酸ジメチル=(田-1

ペンー 2 -イル(別名モノクロ

292

2-プロパノール

りん酸ジメチル= 1-メトキシカルボニルー 1-・プ戸ぺンー 2 -イル

(別名メビンホス)

293

294

りん酸トリトリル

295

296

りん酸トリ

六塩化ブタジエン

ロテノン

(Nーメチルカルバモイル)

トホス)

ノルマルーブチル

1 -プロ

、

りん酸トリ(オルト

リル)に限る。
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厚
生
労
働
省
告
示
第
三
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盲
方

労
働
安
全
衛
生
規
則
(
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
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第
五
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四
条
の
二
第
一
項
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基
つ
き
、
労
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安
全
衛
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規
則
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百
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四
条
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項
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定
に
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つ
き
皮
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し
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眼
に
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に
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を
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る
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れ
が
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な
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と
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働
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も
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、
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八
年
一
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か
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適
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。
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和
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月
十
八
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厚
生
労
働
大
臣
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労
働
安
全
衛
生
規
則
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十
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の
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定
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き
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は
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膚
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ず
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膚
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収
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し
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膚
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し
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ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

"

1



皮
膚
又
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
化
学
物
質
(
鉛
、
丁
三
ー
プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
、
、
労

働
安
全
衛
生
怯
施
行
令
(
昭
和
四
十
七
年
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令
第
三
百
十
八
号
。
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令
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と
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れ
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働
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)
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項
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す
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二
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
又
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
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ら
か
な
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学
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質
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鉛
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・
三
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プ
ロ
パ
ン
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ル
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ン
、
令
第
十
六
条
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一
項
各
号
に
掲
げ
る
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(
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綿
等
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く
。
)
、
令
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掲
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る
物
令
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第
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働
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げ
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掲
げ
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働
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。
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不十分な保

有機

殺虫剤が散布作業中に

具で

リン中奉
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慣れた頃こそ再確認化学物質の扱い方
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関連情叛は
特設サ河トヘ

回1鵬貞諜回

"麹嵯製嫌
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【亘】!*Jき生材一、虫、

月'ヒ学物質管理強調月間

"厘璽夏面貧

司

労働安全衛生関係法令の改正により、
令和6年4月から業種・事業規模を問わず、
化学物質管理者の選任やりスクアセスメント等に

基づく適切な管理等が義務づけられています。
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①事業場で製造・取り扱っている化学物質がりスクァセスメント(RA)対象物である
かを把握していますか。

化学物質の自律的な管理に関する自主点検表 注1
目'~、'

ゾがつかない場合は、解説やりンク先の情報等を参照して確認をしましょう。 小

巨図 0化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、化学物質等を含む製品化を行うことも「製造」に該当します。
0令和7年4月1日、令和8年4月1日時点の R A対象物はこちらのりストを
ご覧ください。

0令和9年4月1日に約150物質が追加される予定です。追加物質にっいては、
こちらのりストをご確認ください。

②化学物質管理者を選任レていますか。

[邑!亘]゜11ミ1学ク発臺■賢谷二11〒二1易吾1告11語1琴姦1重f三邑ラι1季1、、、

③RAを実施していますか。

0化学物質管理者の選任にっいては、以下のQ&AのNO.2-1-1~2-1-10をご確認ください。

巨回

'ム

0りスクァセスメントとは、作業による労働者への危険または健康障害を生じる
おそれの程度を見積もり、りスクの低減対策を検討することです。
0厚生労働省では、 RAの実施を支援するため業種別マニュアルの作成を進め
ています。次のマニュアルに従ってRAを実施した場合は、右上の区にゾ
をつけてください。 業種・作業別マニュアル

によこ

ι

窒1

④RAの結果に基づくりスク低減措置を行っていますか。

業種

止のための

解説 0法令に講ずべき措置が定められている場合は、
置を必ず実施しなけれぱなりません。

(参考) QI-1 なぜりスクァセスメントをーわなけ'ばならナ いの力
における

別マニュアル

たナ'1

QI-2 リスクァセスメントはどのような"

リスクァセスメントの結果に関わらず、定められた措

回0③のマニュアルで定められたりスク低減措置を行った場合は、右上の区にゾをっけ ■.

『

てください。 一膚告、舮 1...
(参考) Q12-1,スクァセスメント{'のりス氏治吐普のは か

^

1

小分け等により
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